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令和３年１月15日付鳥取県公報号外第３号別冊（５分冊の５） 

 

令和元年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置 

第１ 西部総合事務所地域振興局 

監査結果 講じた措置 

１ 伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会事業 

〇市町村協働・連携事業 

ア 事業のＰＲについて【実行委員会に対する意

見】 

平成30年度伯耆国「大山開山1300年祭」協働・

連携事業補助金実施要項（以下「実施要項」とい

う）によれば、「事業の実施に当たっては、チラシ、

パンフレット、ＨＰ等に伯耆国「大山開山1300年

祭」の公式ロゴマークを掲載するとともに、事業

実施を通じて、伯耆国「大山開山1300年祭」のＰ

Ｒ、大山圏域の魅力向上が図られるよう可能な限

りのＰＲを行ってください。」となっている。 

しかし、パンフレット等にロゴマークの掲載の

ないもの、毎年実施しているイベントにロゴマー

クを使用しただけと思われるもの、1300年祭や大

山（圏域）との関連が一見しただけでは不明なも

のが見受けられる。 

この補助事業の目的は、伯耆国「大山開山1300

年祭」や大山（圏域）の魅力を全国に向けてＰＲ

するものであるため、伯耆国「大山開山1300年祭」

実行委員会は、各補助団体に対し、大山や1300年

祭とのつながりを前面に出したＰＲとするよう

徹底すべきだったと考える。 

 

本補助金は、大山圏域の市町村、地域自治組

織、ＮＰＯ法人、観光団体、民間会社等と伯耆

国「大山開山1300年祭」実行委員会が協働・連

携し、伯耆国「大山開山1300年祭」に向けた機

運醸成・認知度向上・圏域の魅力向上に資する

事業を実施することを目的として交付するも

のであり、補助金実施要領によりロゴマークの

掲載などのＰＲを求め、各補助団体に対し周知

を行った。このため、本来ならば全ての事業が

1300年祭や大山圏域とのつながりを前面に出

したＰＲとすべきであったが、ご指摘の通り、

一部の事業ではロゴマークの掲載がないなど

1300年祭や大山圏域とのつながりが分かりに

くい事業があった。 

本補助金は令和元年度限りで終了するが、今

後、同様な事案が生じた場合、事業趣旨等に沿っ

た事業内容となるよう補助事業者に対して徹

底していく。 

イ 市町村への補助について【実行委員会に対す

る意見】 

伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会には、

県のほか、県中西部の市町村が負担金を支出して

いる。（負担割合 県１／２、市町村１／２） 

実施要項の「補助金事務の流れ」では、市町村

は事業実施団体（補助団体）と連携して事業の企

画・調整を行うこととなっているが、補助事業の

中には、直接、町が事業実施団体として補助を受

けているものがある。 

町の負担金の算定には、当該補助事業（イベン

ト）の実施に要する経費の１／２が含まれてい

る。負担金を支払っている町が、当該補助事業を

町主催事業として直接補助金を受領することは、

実質的に県負担金を上乗せして返金している形

になるので、市町村ではない実行委員会等の団体

を補助対象とすべきだったと考える。 

 

 

大山開山1300年祭実行委員会への負担金は、

大山のＰＲ・圏域への誘客促進を図るための各

種プロジェクト事業を推進するため、伯耆国「

大山開山1300年祭」実行委員会に対して県と市

町村が折半で負担したものである。 

その負担金を財源として行う事業の一つで

ある伯耆国「大山開山1300年祭」協働・連携事

業補助金は、補助金交付要綱第２条に定めると

おり、大山圏域の市町村、地域自治組織、ＮＰ

Ｏ法人、観光団体、民間会社等と伯耆国「大山

開山1300年祭」実行委員会が協働・連携し、伯

耆国「大山開山1300年祭」に向けた機運醸成・

認知度向上・圏域の魅力向上に資する事業を実

施することを目的として交付したものである。

指摘のあった町主催事業は本補助金の趣旨、目

的に合致するものであるが、補助金実施要項で

は、市町村が事業実施団体となれないような誤

解を与える記載となっていた。 
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監査結果 講じた措置 

本補助金は令和元年度限りで終了するが、今

後、同様な事案が生じた場合、意見を踏まえ、

適切な業務執行を行っていく。 

〇大山圏域魅力向上に向けた民間団体等の取組

支援 

ア 同一団体による補助金の複数申請について

【実行委員会に対する意見】 

団体Ｂと団体Ｃは、１次募集と２次募集の両方

に別事業で応募し、補助金を２回受けている。 

上限20万円の２回分で１団体が40万円受領し

ているが、「１次採択を受けた団体が別事業を行

う場合は２次採択を受けられない」との規定はな

いので問題ないと担当課より説明を受けた。そう

であるなら事業を別にすれば同じ団体が何事業

でも申請し採択されれば、補助金を受けることが

できる。 

当該補助金は多く県民の方に有効に活用して

もらうことを目的として補助限度額を設けてい

ると考えられ、何件もの補助金申請を行い、１団

体が限度額の20万円を超えて補助金の交付を受

ける行為は目的の趣旨に反しており問題である

と考える。 

 

本補助金は、伯耆国「大山開山1300年祭」の

情報発信を促進する取組や大山圏域の魅力向

上とその継続・発展、担い手となる人材確保・

育成を資する取組を実施する団体等を支援す

ることを目的として交付しているものである。

指摘のあった案件については、一次採択事業と

二次採択事業は別事業であり、また、「一次採

択を受けた団体は二次採択を受けられない」と

の規定も設けていないため補助金交付要綱等

の関係規程には反していないが、意見を踏ま

え、より多くの団体等に活用していただくた

め、令和２年度に補助金交付要綱を改正して

「同一事業実施主体に対する交付決定は同一

年度において１回に限る」旨を規定する見直し

を行った。 

イ 申請書の審査について【実行委員会に対する

意見】 

団体Ｂと団体Ｄは、大山圏域魅力向上補助金の

外、県補助金である『第３回「山の日」記念全国

大会』機運醸成支援事業補助金の申請も行ってい

る。 

補助金申請書に、同一事業で補助金の重複支給

がないか確認するための項目として、「５・その他 

（１）他の補助金の活用の有・無」欄を設けてお

り、有・無の記載を求めることとしているが、記

載がなかった。事業実績を確認したところ、それ

ぞれ別事業として実施しており、重複した経費は

なかったが、大山圏域における多種多様な補助事

業がある中、重複申請が行われることがないよ

う、県・市町村等他の団体からの補助事業の受給

状況についても申請段階で確認することを求め

る。 

 

 

大山圏域魅力向上補助金の交付申請は平成

30年５月及び７月であり、山の日記念全国大会

機運醸成支援事業補助金（以下「山の日補助金」

という。）の交付申請は平成30年８月と、山の

日補助金の方が後に行われているため、本補助

金の交付申請時に山の日補助金の受給につい

て記載・確認することはできない状況であった。

また、「他の補助金の活用の有無」欄は、同一

の経費に対して県補助金等が重複して充当さ

れていないか確認するためのものであり、別事

業についての記載までは求めていない。 

他の補助金の活用の有無については、「補助

金等に係る手続の簡素化と事務の適正処理に

ついて」（平成11年3月31日付財第245号財政課

長通知）に基づき補助事業者に記載を求めるこ

ととなっているため、今後も注視しながら補助

金の重複支給が無いよう徹底していく。 

ウ 募集方法について【実行委員会に対する意

見】 

大山圏域魅力向上補助金の募集締め切りを平

成30年４月23日と定めており、採択団体の発表を

５月上旬と定めて実施しているが、「25事業程度

を採択予定。採択条件を満たさない事業が多数の

場合は25事業未満となる場合もあります。」と記

 

本補助金は、平成29年度は採択予定25件に対

して交付実績24件、平成30年度は採択予定25件

に対して23件、平成31年度は採択予定10件に対

して６件となっているため、令和２年度は５件

の採択を予定するなど採択数を減らす予定と

している。今後も、事業者のニーズ等を踏まえ
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監査結果 講じた措置 

載している。 

今回の募集で採択されたのは14事業で全事業

に対して補助金が支払われている。 

しかし25事業に満たなかったため２次募集を

行っている。 

平成30年５月25日に募集開始し、７月11日に採

択団体の発表を行って９事業を採択し全事業に

補助金を交付している。 

平成29年度も同様に２次募集（１次募集で補助

金を受給した者も応募）を実施しているが、採択

要件を満たす応募者が少ないのであれば、採択団

体を減らすべきではないかと考える。 

採択予定件数を検討していく。 

〇伯耆国「大山開山1300年祭」記念式典等開催事    

 業 

負担金の戻入について【県に対する意見】 

伯耆国「大山開山1300年祭」記念式典等開催事

業費として26,565千円が予算計上され、伯耆国

「大山開山1300年祭」実行委員会負担金として精

算払で支払われているが、1,166,464円が節減さ

れた額として戻入されている。 

実行委員会への負担金の支出にあたっては、実

行委員会からの請求書（添付書類として、委員会

規約、予算書等（請求額が収入として計上されて

いるかどうかの確認資料））をもって交付してお

り、また実績報告についても報告を求めることと

はなっていない。 

また、支払時に返還があることを想定していな

いことから、支払区分は「精算払」とされている

ため、戻入を行う際の区分は「過誤払戻入」とさ

れている。 

このような、戻入の可能性がある負担金につい

ては、鳥取県補助金等交付規則に規定する「負担

金交付要綱」を制定し、概算払や額の確定に伴う

精算手続等について、あらかじめ定めておくこと

も検討すべきではないかと考える。 

 

本事業に係る負担金は、記念式典という当該

年度限りの特定の目的のためだけに支出した

ものであるため、記念式典が終了し実行委員会

の役割を終えた後、県に残額を返還することと

したものである。 

今後、同様の事案が生じた場合には、実行委

員会の規約等で精算処理について規定し、実績

報告及び残額の返還を行うようにすることと

する。 

２ 大山山麓観光推進協議会ＤＭＯ推進調査部

会（特別会計）事業 

〇大山圏域の広域観光受入体制・環境整備 

ア 負担金の支払いについて【協議会への意見】 

広域観光連携体制整備事業の負担金は、組合Ｆ

等から事業負担金として請求があり、その請求書

に基づいて支払われている。 

地方財務実務提要における負担金の概説を参

考にすると、「任意に各種団体を地方公共団体が

構成しているとき、その団体の必要経費に充てる

ため構成各団体が取り決められていた費用を支

出する場合」となっている。 

 

本事業は、西部圏域の観光連携事業を推進す

ることで圏域の一体感の醸成を目的として民

間団体と連携・協働しながら取り組むものであ

り、ご指摘の案件は当該実施団体から負担金に

よる支援依頼があり、事業内容等を精査したと

ころ事業趣旨に合致するので、負担金として支

出したものである。 

指摘のあったとおり、大山山麓観光推進協議

会は当該実施団体の構成員ではなく、負担金で

の支出処理は適切な事務処理ではなかったこ

とから、令和２年度から補助金として支払うこ
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監査結果 講じた措置 

めざましライブ～日本お元気キャラバンｉｎ

米子実行委員会のように構成員になっているも

のもあるが、組合Ｆのように、大山山麓観光推進

協議会が構成員ではないものについても負担金

として支払っている。 

負担金ではなく経費の助成金等として支払うべ

きだと考える。 

ととした。 

 

イ 大山山麓観光二次交通運行支援補助金につ

いて【協議会への意見】 

協会Ｌが自己財源が乏しいことを理由に平成

30年５月に 1,000,000円及び平成 30年 10月に

974,000円を支払い、平成31年３月に421,100円の

返戻を受けている。 

自己財源が乏しいという理由で概算払をする

のであれば、資金流用を防ぐためにも実績を超え

ないように支払うべきだと考える。 

 

本事業は、大山山麓の観光促進のために定額

タクシーの運行に必要な経費を補助するもの

であり、鳥取県補助金等交付規則第19条により

年間２度の概算払を行っている。２回目の概算

払は、秋の行楽シーズンには運行増が見込まれ

ることから額等の精査をせず、交付金額の残額

分を追加で概算払を行ったところ、精算で返戻

が生じた。 

令和２年度より、資産流用を防ぐためにも過

去の実績を参考としながら運行にかかる必要

経費について精査し概算払を行うこととした。 

 

第２ 生活環境部 

監査結果 講じた措置 

１ 第３回「山の日」記念全国大会運営事業 

〇第３回「山の日」記念事業 実行委員会負担金 

ア 県負担金の早期支出【県に対する意見】 

平成29年９月20日に負担金41,000千円全額を

実行委員会に支払っているが、その内訳は、平成

30年８月開催の記念事業の開催経費となってい

る。 

実行委員会事務局職員は県職員が兼務してお

り、支払時期についても、あらかじめ配慮するこ

とができる立場にあると思われ、平成29年度、平

成30年度の事業として債務負担行為を設定して

いるのであれば、平成29年度、平成30年度それぞ

れの支出計画等に応じた額を支出するべきで、

平成29年9月20日に全額支出する行為は時期が

早すぎるのではないかと考える。 

 

実行委員会が契約等の事務を円滑に発注でき

るため、県負担金を早期に実行委員会へ支出す

べきと判断したもの。今後、同様の実行委員会形

式で開催する事業で県負担金を執行する際に留

意する。 

 

イ 事業の実施主体について【県に対する意見】 

記念式典会場への空調設備設置業務につい

て、実行委員会が実施する式典運営業務にもか

かわらず、県が空調設備を設置している。 

実行委員会事業の運営に関わるものであれ

ば、実行委員会が行うべきものであり、同時期に

開催されている伯耆国「大山開山1300年祭」推進

事業では、記念式典事業を県実施事業としてで

はなく、県が全額（10/10）を実行委員会に支出

し、実行委員会事業として実施しているように、

 

開催地決定後に熱中症対策が浮上したこと等

により、県が空調設置の実施主体となるべきと

事務局で整理したもの。今後、同様の行事を開催

する際に留意する。 
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監査結果 講じた措置 

同一の者が実施すべきと考える。 

ウ 公募型プロポーザルの公募内容について

【実行委員会に対する意見】 

実行委員会の公募型プロポーザルにおいて、

「歓迎フェスティバル」及び「記念式典会場とな

る大山総合体育館への空調設備の設置」につい

ては、県事業であるにもかかわらず、実行委員会

が発注するかのように記載されており、実態と

異なっている。 

また、県事業である歓迎フェスティバルにつ

いて、大会の運営・実施について受注する者との

随意契約を想定しているとの記述もあり、県と

実行委員会の役割分担が混同されている。 

公募に当たっては、事業内容を精査し、正しい

内容で行うべきと考える。 

 

実行委員会が行った式典行事等の計画の公募

型プロポーザルでは、歓迎フェスティバルは県

が主催であることから、計画策定不要とした。 

しかしながら、その旨を公募型プロポーザル

の仕様書に記載する際に、担当者が誤って、歓迎

フェスティバルの「実施内容は実行委員会で検

討中」と、実態と異なる表記をしてしまった。事

業による実行委員会と県との実施主体の区分は

しっかり整理していたが、仕様書への記載間違

いを見逃してしまったもの。今後、同様の業務を

発注する際に留意する。 

２ 森・里の恵み感謝祭at第３回「山の日」記念

全国大会 

〇歓迎フェスティバル 

ア 歓迎フェスティバルの業務委託契約につい

て【県に対する指摘事項】 

「実施計画策定及び運営業務」の委託契約を

プロポーザル受注業者（株）Ａを代表者とするグ

ループが一者随意契約で受注しているのは、地

方自治法施行令第167条の２第1項第２号に定め

る随意契約理由（契約でその性質又は目的が競

争入札に適しない場合）に該当（担当課の説明と

して「山の日」記念式典を実施運営する業者に任

せることで、会場運営から当日の催事の運営が

円滑に行える）と説明を受けたが、記念式典と歓

迎フェスティバルの会場は、大山国体広場及び

米子市公会堂周辺であり、（株）Ａを代表者とす

るグループでしか実施する事が出来ないという

理由にはならない。 

実行委員会が実施する事業であれば既発注の

追加として１者と随意契約することも理解でき

るが、歓迎フェスティバルは県の事業として実

施しているので、自ら歓迎フェスティバルが実

施可能な者と入札により契約すべきだと考え

る。 

 

歓迎フェスティバルは山の日大会開催地以外

も含めた「全県のＰＲ」の場であること等により、  

県主催と整理した。ただし、式典と歓迎フェスティ

バルの会場は隣接し、資材搬入や来場者の動線

も細い一本の道路のみしかなく、お互いの行事

の準備設営や当日運営は同一業者が一括して扱

わないと混乱が生じてしまうとの考えにより、

１者随意契約としたもの。今後、同様の業務を発

注する際に留意する。 

イ 契約額について【県に対する指摘事項】 

予定価格の15,000千円を見積依頼の仕様書に

提示して、14,999,966円の見積書を徴して契約

しているが、鳥取県会計規則で「予定価格を記載

した書面を封書にし、見積書と比較する際これ

を同じ場所に置かなければならない。」とあり、

当該随意契約においては予定価格を提示すべき

ではなく、適正に執行していただきたい。 

 

担当者がプロポーザルの発注形式と混同し、

上司も十分にチェックできず、通知に契約限度

額を示してしまったものである。 

再発防止のため今後同様の起案をする際に

は、伺に記載されている内容が最新の会計規則

等に則ったものであるかについて、起案者と上

司が一緒に確認するなど、適切な会計事務処理
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監査結果 講じた措置 

を徹底することを所属全体で確認した。 

〇式典会場における安全対策費 

ア 契約について【県に対する指摘事項】 

（株）Ａを代表者とするグループのみから見

積書を徴取し、１者随意契約されている。（株）

Ａを代表者とするグループ特定企業体の代表者

を（株） Ａとし、構成員を（株） Ｎ、（株） Ｐ、

（株） Ｑ及び（株） Ｒと契約しているが、契約

者の中に空調機器メーカー関係者もリース会社

もない。 

随意契約の理由として、地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号に定める随意契約理由

（契約でその性質又は目的が競争入札に適しな

い場合）に該当（「山の日」の実施運営をする業

者以外だと、電源の確保をはじめ、会場設営の搬

入ルートが狭いなど、当日の会場設営や運営に

混乱が生じる）との説明を受けたが、その業者で

なければ電源を確保できない状況ではないにも

かかわらず、電源確保も含めて空調機器メーカ

ー等から見積りを取っていない。 

実行委員会が実施する事業であれば、既発注

の追加として１者と随意契約することも理解で

きるが、県の事業として実施するのであれば、自

ら空調機器の設置が可能な者と入札により契約

すべきだと考える。 

 

式典と歓迎フェスティバルの会場は隣接し、

資材搬入や来場者の動線も細い一本の道路のみ

しかなく、お互いの行事の準備設営や当日運営

は同一業者が一括して扱わないと混乱が生じて

しまうとの考えにより、歓迎フェスティバルを

担う業者グループへの１者随意契約としたもの。

今後、同様の業務を発注する際に留意する。 

 

イ 契約額について【県に対する指摘事項】 

予定価格の8,260千円を見積依頼の仕様書に

提示して、8,260千円の見積書を徴して契約して

いるが、鳥取県会計規則で「予定価格を記載した

書面を封書にし、見積書と比較する際これを同

じ場所に置かなければならない。」とあり、当該

随意契約においては予定価格を提示すべきでは

なく、適正に執行していただきたい。 

 

担当者がプロポーザルの発注形式と混同し、

上司も十分にチェックできず、通知に契約限度

額を示してしまったもの。 

再発防止のため今後同様の起案をする際には、

伺に記載されている内容が最新の会計規則等に

則ったものであるかについて、起案者と上司が

一緒に確認するなど、適切な会計事務処理を徹

底することを所属全体で確認した。 

ウ 契約の履行について【県に対する指摘事項】 

鳥取県会計規則第114条において、「契約の相

手方は、契約権者の承認を受けなければ契約の

履行を第三者に委託してはならない。」と規定さ

れており、運用方針として「契約金額等の50パー

セントを超える委託又は業務の中核となる部分

の委託は、特段の理由がある場合を除き、認める

ことができない。」とある。 

１者随意契約を行った（株）Ａを代表者とする

グループや関連グループには空調機器メーカー

もリース会社もなく、パッケージエアコンや発

電機も他の業者からの賃貸等により行われるこ

とは予め容易に想像できることである。 

 

この契約の「業務の中核」は単なる空調設置だ

けでなく、その搬出入や式典での円滑な運用も

含んでいるが、発注時の伺に、県会計規則の再委

託のルールに関する「特段の理由」の記載はして

おらず不明瞭だったもの。今後、同様の業務を発

注する際に留意する。 
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見積依頼、契約の段階で十分なチェックを行

う必要があると考える。 

エ 実行委員会と県との関係性について【県に

対する意見】 

実行委員会が契約した実施計画策定業務

（1,499千円）を根拠に、実行委員会実施事業

（50,760千円）に加えて県実施事業（歓迎フェス

ティバル14,999千円、空調設備設置8,260千円）

も１者による随意契約を行っている。県と実行

委員会は別団体であることを十分認識した上

で、適正に執行していただきたい。 

 

式典行事と、歓迎フェスティバルや空調機器

設置とでは実施主体は異なるが、全ての行事を

トラブルなく円滑に実施・運営するためには、県

が実施主体である事業も式典を担う事業者しか

できないと判断し、１者随意契約としたもの。今

後、同様の業務を発注する際に留意する。 

 

３「とっとりの山」魅力発信事業 

〇第３回山ガールサミットin鳥取大山の開催 

契約額について【県に対する意見】 

 企画運営及び記事掲載業務を一者随意契約

により、（株）Ｓに委託している。 

「山ガールサミット」の商標を（株）Ｓが持っ

ているため、随意契約となることは理解でき

るが、事業実施の参考とするために依頼した

見積書の見積額は7,404,500円であったもの

が、契約時には見積額が5,000,000円となり、

予定価格も5,000,000円で同額の業務委託契

約書が作成されている。 

7,404,500円の見積書には明細書が添付さ

れているが、5,000,000円の見積書は一行だけ

で全く明細が添付されていない。 

見積書は明細まで記載されたものを添付し

て検討するようにしていただきたい。 

 

契約時に正式に受け取った見積書に最終の明

細を添付してもらうことを失念していたもの。

今後、同様の事務を行う際に、見積りには明細も

添付してもらうよう所属内に周知徹底した。 

 

〇第３回わかさ「氷ノ山」山フェスの開催 

変更契約について【県に対する意見】 

平成30年10月６日に氷ノ山自然ふれあい館

「響の森」周辺において、コンサート、月や星の

観察、飲食ブースの出展によるイベントを開催

予定であったが、台風25号の接近を受けて契約

書第14条に基づき、協議を行い、中止を決定し

た。イベントの実施経費については、既に実施済

みの広告宣伝費及び中止により支払う必要のあ

るキャンセル料についてのみ支払うこととされ

たが、同契約第14条に定める委託料限度額の変

更契約が締結されず、精算で減額されている。 

同契約第14条に基づき、変更契約をすべきだっ

たと思われる。 

 

行事直前での中止決定で、担当者が関係機関

への連絡や費用の精算などの確認に忙殺され、

変更契約の手続を失念してしまったもの。 

契約書に記載した手続について改めて認識し

適切に事務を行うよう、所属内に周知徹底した。 

 

 


